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✍  令和３年度県連小スタート  ✑ 
  新年度の県連小幹事会，理事会，各委

員会等が，５月上旬までに開催され，「第

72回総会・研究大会」へ向けて，本年度

の運営・活動の準備が着々と進められて

きました。 

幹 事 会  (4/3･土) 

県連小会則第 2 章第 6 条により，市場一也会長（令和２年度会長）が会員

の中から幹事を委嘱しました。 

幹事長 山田幸治（呉・川尻小）  

副幹事長 山口美穂 (庄原・東城小)   

幹 事 大和陽子（福山・駅家西小） 梅田敬司（安芸・府中東小） 

 本藤展康（尾道・西藤小） 𠮷貞至誠（安芸高田・吉田小） 

 櫻下良明（廿日市・宮内小）  

  続く協議では，理事会，総会・研究大会それぞれに付議する事項，運営方

法，中国地区広島大会，幹事の役割分担等について話し合いました。 

理 事 会   

会議では，理事会の中に役員選考委員会を組織し，新役員の選考を行い，

新しい県連小役員として次のように決定しました。 
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今年度の役員は次のとおりです。一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

会 長 宮本浩嗣（福山・御幸小)  

副会長 空本秀寿（東広島・寺西小） 藤井義弘（福山・竹尋小） 

 坂田 登（三原・須波小） 真加部三智也（庄原・永末小） 

監 査 小田原かおり（安芸・府中南小） 池田賀子（廿日市・原小） 

 理事会の最後に，広島県教育委員会学校経営戦略

推進課校務指導監の今川敏文先生から「令和３年度

の重点施策と校長に期待すること」と題してご講話

をいただきました。ありがとうございました。 

 理事会終了後，今年度から県内では組織上分離し

て活動を行う事になった広島市小学校長会から３名

の役員が同席し，第 68 回中国地区小学校長会教育

研究大会広島大会第１回実行委員会を開催しました。 

  

各委員会   

５月８日（金）に予定していました第１回委員会は，新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため，書面（メール）で行いました。委員長は，教育調査

委員長は尾道市小学校長会から，人事給与委員会は呉市小学校長会から，教

育研究委員長は福山市小学校長会から，広報委員長は東広島市小学校長会か

ら推薦していただき，委員長を中心に，副委員長・小委員の選出，活動方

針，活動計画等の検討が進められています｡ 各委員長は次のように決まりま

した｡(敬称略) 

教育調査委員会 衞藤朋弘 （尾道・山波小) 

人事給与委員会 安宗 誠 （呉・阿賀小） 

教育研究委員会 岡崎孝史 (福山・新市小)  

広   報 委員会 清水眞人 （東広島・西志和小） 
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✍  第 72回総会・研究大会  ✑ 
 第 72 回広島県連合小学

校長会総会・研究大会も，

新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため，会員が

参集して行わず，YouTube 

でネット配信しました。 

 開会行事では，宮本新会

長のあいさつ，山田幹事長

から書面で行った総会の決

議報告を行いました。 

 県教委講話は，冨永六郎

学びの変革推進部長様に 

会場までお越しいただき，

『広島県小学校教育におけ

る当面の課題』と題してご

講話を賜りました。 

 講演は，講師の文部科学省初等中等教育局主任視学官 長尾篤志様のご自

宅と会場間で Zoon 通信を行い，『改めて授業について考える』と題したご講

演を，講師とプレゼンテーション資料が同時に見える形でネット配信いたし

ました。 

 大雨で足元が悪い中，お越しいただき

貴重なご講話を賜りました冨永部長様，

東京からお越しいただくことができなく

ても，ネット配信で私たちの研修機会が

確保できるよう積極的にご提案してくだ

さり，示唆に富んだお話をいただいた，

長尾主任視学官様，ありがとうございま

した。 
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✍  令和３年度総会議決結果  ✑ 

開会行事で報告がありましたように，第１号議案から第６号議案までの全

議案が全会員の賛成をもって承認されました。 

 

第１号議案 「令和２年度決算承認に関する件」 

第２号議案 「令和３年度活動方針に関する件」 

第３号議案 「令和３年度研究主題に関する件」 

第４号議案 「令和３年度事業計画に関する件」 

第５号議案 「令和３年度予算承認に関する件」 

第６号議案 「広島県連合小学校長会会則の改正に関する件」 

 

第６号議案が承認されたことにより，令和４年度から，緊急やむを得ない事

情により総会が開催できない場合は，理事会の議決をもって決議することが

できることになりました。 

 

☆ 中国地区小学校長会について ☆ 
広島県連合小学校長会は全国連合小学校

長会並びに中国地区小学校長会の構成組織

でもあります。 

中国地区においては，中国大会を開催する

県が幹事県となり，大会を主幹するととも

に，年３回の「理事会・研修会」を開催しま

す。 

第１回は「理事会・研修会」とともに，運

営部，調査研究部，対策部，広報部，事務部に分かれて「連絡協議会」も開

催します。 

今年度は７月 30日(金)に開催予定ですが，新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため「理事会・研修会」はリモートで，「連絡協議会」は書面によ

り開催することとなりました。 


